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午前10時01分開議

○委員長（出村 勝彦） おはようございます。

ただいまから北海道新幹線新函館駅（仮称）開業に関する調査特別委員会を開会いたします。

まず、本日の議題の確認ですが、お手元に配付のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（出村 勝彦） 異議がありませんので、そのように進めさせていただきます。

それでは本日の調査ですが、本日は大きく３点について調査を行いたいと考えております。

まず１点目は、当委員会の調査項目のうち開業に伴う観光振興にかかわりまして、資料の３ページ、

分類欄の観光振興の中で下段にございます現函館駅からの二次交通について、５月28日付で理事者から

北海道新幹線開業を見据えた現函館駅を利用する観光客に対する取り組み状況という観点での資料を調

製、提出していただきましたので、理事者から資料説明を受けたいと思います。

なお、ここで同じく３ページの最下段に記載しております産業振興中、現函館駅についてのうち駅前

広場のバス乗降についても、それぞれ関連する内容ですので、あわせて調査を行いたいと思います。

次に２点目として、道南地域（五稜郭・木古内間）第三セクター鉄道の開業にかかわりまして、４月

９日に企画部から配付されました北海道道南地域（五稜郭・木古内間）並行在来線安全運行体制の確保

に向けた方針（案）及び５月16日に配付されました同並行在来線経営計画（案）などにかかわる調査を

行い、最後３点目といたしまして、こちらも資料の３ページ、観光振興上段にございます新幹線開業に

向けてのイベントについてにかかわりまして、５月19日付で企画部の新幹線開業イベントプロジェクト

チームから資料が提出されておりますので、資料説明を受けたいと思いますが、このような進め方でい

かがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（出村 勝彦） それでは、そのように進めさせていただきます。

それでは、５月28日付で配付されました北海道新幹線開業を見据えた現函館駅を利用する観光客に対

する主な取り組み状況についての説明を受けるため、理事者の入室を求めます。

（企画部・観光部入室）

○委員長（出村 勝彦） それでは、理事者より資料の説明をお願いいたします。

○観光部長（布谷 朗） それでは、お手元の資料につきまして、私から御説明申し上げます。

まずこれまでの取り組みとして、観光情報サイト「はこぶら」において、函館市内の交通、主な観光

スポットへのアクセスの掲載、スマートフォン専用サイトの作成、多言語表記、フェイスブック、ツイ

ッターの活用などによる内容の充実により、現駅に降りられた方のスムーズな導線確保に努めておりま

す。

また、現函館駅舎内にあります函館市観光案内所では、観光資源、施設の紹介やアクセス方法などの

各種情報提供を現在外国語――英語、韓国語、中国語、ロシア語でございますが、これに対応できる案

内員を含め常時３名から４名体制で行っているところでございます。

このほか、公共交通を活用した周遊滞在の促進に向け、北海道新幹線新駅沿線協議会において、ＪＲ
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と函館バス、市電が２日間乗り放題の共通フリー乗車券のはこだて旅するパスポート＆フリーパスを発

行しているほか、函館国際観光コンベンション協会において、市電もしくは函館バスの１日乗車券かタ

クシーの初乗り券のいずれか１つが選べる乗り物券と、観光施設や飲食施設で使えるチケットがセット

になったはこだてスペシャルチケットの発行を行っております。

次に、今後の方向性についてでございますが、北海道新幹線開業により現函館駅を利用する観光客の

増加が見込まれ、それに伴いニーズの多様化や外国人観光客への対応の充実が求められることから、さ

らなる観光情報の充実として、交通拠点、観光施設、商業施設などにおけるＷｉ－Ｆｉ利用環境の整備

促進と利用可能場所の情報提供について、関係機関等との協議、検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

観光案内所の機能につきましては、内容や体制の拡充を図ることとしており、開設場所の変更につい

ても現在ＪＲ北海道と協議を進めているところでございます。

また、団体バスの乗降スペースについては、北海道新幹線開業までにどのような対応が可能か、庁内

の関係部局や関係機関と検討を深めていきたいと考えております。

以上、御説明申し上げましたが、今後とも新幹線時代に対応した各般の取り組みに対し関係団体等と

連携を図りながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○委員長（出村 勝彦） お聞きのとおりでございます。

ただいま理事者から、現函館駅を利用する観光客に対する取り組み状況にかかわりまして、これまで

の取り組みのほか、今後の方向性について御説明をいただきました。本件につきましては、今後の方向

性に基づきまして、理事者として現在、検討を進めているとのことでありまして、今後の具体の動きが

見えてきましたら改めて調査を行いたいと思いますので、理事者におかれましても引き続き情報提供等

よろしくお願いいたします。

それでは、ここで理事者は御退室ください。

（企画部・観光部退室）

○委員長（出村 勝彦） ただいま調査項目、観光振興にかかわりまして、現函館駅からの二次交通につ

いてと産業振興中、駅前広場のバス乗降についての調査を行いましたが、引き続き産業振興にかかわり

まして私から１点、首都圏のオフィス誘致についてですが、正副で確認をいたしましたところ、皆様御

承知のとおり、本市のほか北斗市、七飯町及び経済団体などで構成する函館地域産業活性化協議会にお

いても、新幹線の開業による移動手段の拡充はもとより、所要時間の短縮を優位性の一つとして工業団

地などへの企業誘致の取り組みを進めているところでございます。したがいまして、広く企業の誘致と

いうくくりの中で、これらにかかわる取り組みを進めているということですので、私からお知らせをさ

せていただきます。

それでは次に、道南地域（五稜郭・木古内間）第三セクター鉄道の開業にかかわる調査を行います。

資料の説明を受けるため、ここで理事者の出席を求めます。

（企画部入室）

○委員長（出村 勝彦） それでは、理事者より資料の説明をお願いします。
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○企画部長（谷口 諭） おはようございます。

本日は、大きく２点の資料につきまして説明をさせていただきたいと思います。

１点目は、４月９日にすでに配付をさせていただいておりますが、北海道道南地域（五稜郭・木古内

間）並行在来線安全運行体制の確保に向けた方針の案についてであります。この方針は、道南地域（五

稜郭・木古内間）の第三セクター鉄道開業準備協議会が策定主体でありますが、三セクの会社はこの方

針を引き継いでいくこととなるものでありまして、会社としての安全運行体制の構築のため、経営計画

を補完するものでありまして、三セク鉄道会社が鉄道事業者として定める安全管理規程及びそれに基づ

く取り組みの基礎となるものであります。

それからもう１点は、５月16日に配付をさせていただきました並行在来線の経営計画の案に関連する

資料であります。前回の委員会、これ２月５日でありますが、におきましては、原案を説明させていた

だきまして御議論をいただいたところであります。その後、ＪＲ北海道と安全運行体制の構築、それか

ら支援内容につきまして、要請活動を行うとともに鋭意協議を進め、４月30日にＪＲ側と一定の合意が

なされました。その合意も踏まえまして、このたび経営計画の案としてまとまりましたので報告をさせ

ていただくものであります。

資料自体の説明につきましては、担当課長のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） それでは初めに、北海道道南地域（五稜郭・木古内間）

並行在来線安全運行体制の確保に向けた方針（案）につきまして御説明をさせていただきます。

本年４月９日には、資料１―１、本方針案の概要と資料１―２、本方針案の本体を配付させていただ

いたところでございますが、資料１―２の本体に基づきまして御説明申し上げます。

まず、表紙から２枚をめくっていただき、１ページになりますが、１の鉄道輸送の安全性の確保に関

する基本的な考え方といたしまして、鉄道輸送の安全性を最優先とするという基本理念に基づきまして、

経営トップから現場を担う社員まで全社員一丸となって安全対策に努めること。常に改善を意識して積

極的かつ能動的に安全確保に努めること。鉄道事業の安全性を確保する上で必要となる資源の確保を図

ることの３点を掲げているところでございます。

次に、２の輸送の安全に関する基本方針と安全目標の設定でございますが、２ページの（１）では、

鉄道輸送の安全性を最優先とするという基本理念をより具体化した安全に関する基本方針を設定いたし

まして、役員から現場で作業に当たる社員まで全社員で共有を図るということにしているところでござ

います。また、３ページの（２）安全目標におきましては、毎年度安全に関する重点目標を定めまして、

全社一丸となって取り組むこととしているところでございます。

続きまして、３の安全管理体制の構築でございますが、４ページの（１）には、経営トップのもと、

安全管理体制推進の総責任者といたしまして安全統括管理者を置くほか、経営トップが参加する安全推

進委員会を設置することなど、基本的な社内体制を定めているほか、６ページには（２）といたしまし

て、安全対策を評価するため安全統括管理者である運輸部長直属の安全指導担当を専任で配置するとい

うことにしているところでございます。（３）の内部チェック体制の構築でございますが、まず①に記

載のとおり、監査役の下に総務課長を監査リーダーといたしまして、各部署の代表者による監査チーム
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を設け内部監査を実施すること。②には、あらかじめチェックリストを作成し、規程等に基づく基本動

作が現場で適切に行われているかなどについて確認を行う基本チェックを実施することとしておりまし

て、７ページになりますが、③では社内における法令遵守などのコンプライアンスの徹底を図るため、

公益通報窓口を設置することとしているところでございます。また（４）では、第三者による外部から

の視点を確保するため、外部有識者等からなる安全管理アドバイザリー会議を設置いたしまして、鉄道

輸送の安全性確保に関する事項や、鉄道資産の安全性確保のための維持管理方法など、安全対策全般に

ついて助言を受けながら、ＰＤＣＡのサイクルのもと継続的な改善を図ることとしております。さらに

８ページになりますが、（５）では、本社と現業部門の一体化と情報共有を図ることとしているところ

でございます。

次に、４の安全確保のためのソフト的な取り組みでございますが、まず（１）では、重大な事故を防

止するため、ひやっとしたり、はっとした事象、いわゆるヒヤリハット事象を全社員から収集すること

としておりまして、９ページになりますが、（２）では鉄道の安全のため、必要事項に関するルールを

策定し、職務の手順、工程の統一化を図りながら明文化と共有化を進めることとしており、10ページに

なりますが、（３）では安全確保のため各職場における優良改善活動や安全活動励行者に対する社内表

彰制度を創設することとしているところでございます。また（４）では、安全確保のための教育訓練に

ついて規定してございまして、①には全社員が鉄道の安全を確保するのは自分であるとの当事者意識を

持って積極的かつ能動的に安全を確保する企業風土を醸成することなど、社員研修、人材育成の基本的

考え方を記載しております。11ページになりますが、②に近隣の三セク鉄道会社との合同研修会、勉強

会等の開催、③には列車が緊急停止した場合における列車防護訓練や脱線復旧訓練といった鉄道事業者

にとって基本的な訓練の着実な実施、④にはさまざまな緊急時に的確に対応できるよう危険予知訓練、

いわゆるＫＹＴの実践的な訓練を取り入れることとしておりますほか、⑤には災害等に備えた訓練を毎

年度実施することとしているところでございます。

次に、12ページをご覧ください。５の安全確保のためのハード的な取り組みに関してでございますが、

（１）では鉄道資産の適切な維持管理に関する基本的な考え方といたしまして、譲渡前にＪＲ北海道に

おいて適切な検査と必要な整備、修繕が実施されることを前提に三セク鉄道会社としても安全管理アド

バイザリー会議からの助言を受け、譲渡資産の安全性を確認するとともに、適切な維持管理に努めてい

くこととしております。また（２）には、主な鉄道施設等の現状と管理方法を規定しておりまして、①

の線路については、13ページのイになりますが、日常の巡回点検は三セク鉄道会社社員による直営で実

施いたしまして、線路検査及び線路修繕は外注化するということにしているところでございます。14ペ

ージの②トンネル・橋梁についてでございますが、15ページのイになりますが、鉄道に関する技術上の

基準を定める省令等に基づき、２年に１回の定期点検を実施いたしまして、適切な維持管理に努めてい

くこととしております。

次に、16ページの③車両についてでございますが、イになりますが、日常的な検査、修繕である仕業

検査及び交番検査は、故障、事故などの緊急時に対応ができる技術力を保持するため、直営で実施する

ことを基本といたしまして、要部検査及び全般検査等は大規模な施設や要員が必要となり、検査の頻度

も少ないことから外注することとしているところでございます。また、（３）の大規模な事故、災害へ
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の備えについてでございますが、17ページにありますとおり、①の気象災害等への対応、②のＪＲ北海

道との相互応援協力、③の保険・災害復旧補助金等の活用など、万が一の大規模な事故、災害へ備えた

対策を講じることとしているところでございます。

次に、６の情報公開・透明性の確保、お客様との連携にかかわりまして、（１）では毎年度三セク鉄

道会社における安全確保のための取り組みや安全の実態などについて安全報告書としてとりまとめ、ホ

ームページ上で公開することといたしておりまして、（２）では三セク鉄道会社に直接寄せられる意見、

要望については、安全対策やサービスの向上の参考といたしまして、対応状況等をホームページで公開

することとしているところでございます。

最後になりますが、18ページにあります７の今後の進め方では、会社設立後、速やかに安全管理アド

バイザリー会議を設置いたしまして、有識者の助言を受けながら本方針に基づき安全管理規程等の制定

を初めとする安全運行体制の確保に努めることとしております。

以上が北海道道南地域(五稜郭・木古内間)並行在来線安全運行体制の確保に向けた方針（案）の内容

でございます。

引き続きまして、ＪＲ北海道との基本合意の内容につきまして御説明申し上げます。

本年５月16日に資料配付させていただきました資料１―１、ＪＲとの基本合意についてをご覧いただ

きたいと思います。１の基本合意の目的にありますとおり、このたびの基本合意は、これまでＪＲ北海

道と協議を進めてきた事項について文書で確認を行い、その合意内容等を踏まえ経営計画（案）をとり

まとめるものでございまして、２にありますとおり、本年４月30日に締結しているところでございます。

３の基本合意の構成でございますが、①の安全運行体制の構築と、②の並行在来線に対する協力内容の

２本の合意書を交わしているところでございます。なお、これまで先行している他県におきましては、

協定内容に関する合意のみを取り交わしているところでございますが、今般ＪＲ北海道の一連の事態を

受けまして、安全運行体制の構築につきまして別立てで合意を取り交わさせていただいたところでござ

います。

それでは合意内容でございますが、まず①の安全運行体制の構築につきましては、１安全運行体制の

構築といたしまして、ＪＲ北海道が事業改善命令等に基づき経営分離までに鉄道施設の管理や社員の安

全教育といった輸送の安全に係る必要な措置を実施していただくものであります。また、２の譲渡資産

の保全につきましては、譲渡予定の鉄道施設につきまして、経営分離までに必要な検査と修繕を確実に

実施していただくとともに、平成24年に２度にわたりまして発生いたしました木古内町でのＪＲ貨物列

車の脱線事故につきまして、今後示されます運輸安全委員会の調査結果に基づきＪＲの責任において必

要な対策等を実施していただくものでございます。また、３のその他では、定めのない事項や疑義の生

じた事項につきまして、その都度、道、ＪＲ北海道、三セク鉄道会社の間で協議することを定めたもの

でございます。

続きまして、②の並行在来線に対する協力内容に関する基本合意でございますが、項目が全部で14項

目にわたりますが、まず項目の１、２につきましては、鉄道資産についての合意でございまして、事業

運営に必要な資産の譲渡額は16億円程度とすること。それから、三セク鉄道会社が不要と考える資産に

つきましては、ＪＲ北海道の負担で撤去することとしているところでございます。また、３の施設等の
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改修・整備につきましては、本来三セク鉄道会社の負担で実施すべきシステムの整備などについてＪＲ

の負担であらかじめ経営分離前に実施していただくものであり、４のＪＲから三セク鉄道会社への出向

社員の人件費負担につきましては、出向社員の人件費の一部を開業後10年間に限りＪＲ北海道が負担す

ることとしておりまして、このＪＲの負担総額につきましては、ただいま御説明いたしました３と４を

合わせまして１で御説明いたしました譲渡額16億円程度の負担をいただくということで合意したもので

ございます。続いて６から９までは、三セク鉄道会社の人材育成、災害時等の対応、あるいは協力関係、

こうした内容につきまして相互に協力していくこととしております。10から13までは、旅客運行などに

関する協力といたしまして、ＪＲ北海道から三セク鉄道会社への業務の円滑な移行のため、開業当初は

運行管理業務の一部をＪＲ北海道に委託することのほか、利用者の利便性を確保するため函館―五稜郭

間への三セク鉄道会社の車両乗り入れや乗り継ぎ割引の導入につきまして、ＪＲ北海道に御協力をいた

だくこととしたところであります。さらに、五稜郭駅や函館運輸所といった共同使用をする施設につき

ましては、その施設使用料を抑制できるよう、効率的な運営方法を検討するということとしているとこ

ろでございます。最後に14のその他ですが、定めのない事項や疑義が生じた事項につきましては、その

都度、道、ＪＲ北海道、三セク鉄道会社間で協議することと定めておりまして、必要に応じて別途書面

により確認することとしているところでございます。

以上がＪＲ北海道との基本合意の内容でございます。なお、資料１の２及び１の３につきましては、

基本合意の本文でございます。

次に、並行在来線経営計画（案）につきまして御説明をさせていただきます。本年５月16日には資料

２―１、経営計画（案）の概要版と資料２―２の本体を配付させていただいておりますが、２月５日に

経営計画（原案）を御説明させていただいておりますので、資料２の本体に沿いまして、原案から主な

変更点につきまして御説明を申し上げます。

それでは、資料２―２をご覧いただきたいと思います。まず、全体的な変更点でございますが、先ほ

ど御説明いたしましたＪＲ北海道との基本合意を踏まえまして、言い切る表現に変更してございます。

例えば、原案ではＪＲ北海道と協議を進めると表現してございましたが、案におきましては、何々する

という表現に変更しているところでございます。

それでは、具体的な変更点でございますが、まず１ページのはじめにの６行目の文末に、本年度末に

予定しております鉄道事業許可申請を行うという文言を加筆しているところでございます。

また、ローマ数字Ⅰの経営の基本的な事項の４、会社名称及び所在地の２行目になりますが、三セク

出向社員がほぼ確定いたしましたことから、15人体制でという文言を加筆しているところでございます。

２ページになりますが、ローマ数字のⅡ、経営区間に関する事項につきましては５ページまでありま

すが、経営区間の運行状況や将来需要予測を記載してございます。一部数字の時点修正はあるものの、

大きな変更はございません。

また、６ページのローマ数字のⅢ、施設・設備等に関する事項でございますが、ＪＲ北海道との合意

によりまして、原案の協議を進めるから何々するという表現に文言修正しているところでございます。

次にローマ数字のⅣ、運営に関する事項の１、旅客列車の運行計画にかかわりまして、７ページにな

りますが、（２）列車本数及びダイヤ編成の２行目に、平成27年度秋頃のダイヤ設定に向けてと、その
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ダイヤの設定時期について加筆をしているところでございます。

下段の２の運営体制におきましては、（１）の基本的考え方から、９ページになりますが、（４）運行

管理体制まではＪＲ北海道との合意により言い切る形の文言修正等をしているところでございます。

（５）の鉄道施設の保守管理体制の欄のなお以下でございますが、大規模修繕等の実施に当たっては、

ＪＲ北海道からの技術的な協力を受けるということを追記しているところでございます。次に、３の組

織要員計画についてでございますが、10ページの上段、組織体制のイメージの米印の部分になりますが、

これまでのＪＲ北海道との協議を踏まえ、なお書き以下ですが、木古内駅に配置する社員は駅構内にお

いて24時間体制で信号取扱業務及び車両入換え業務を行うことを追記しているところでございます。続

きまして、４の営業計画にかかわりまして、11ページの②の乗継割引制度についてですが、三セク鉄道

が函館駅まで乗り入れる場合、原案では乗継割引を導入することとして協議を行っている段階でござい

ましたが、ＪＲ北海道との合意によりまして、乗継割引の取り扱いを整理いたしまして、経営計画の案

におきましては、アの普通乗車券と、12ページになりますが、イの定期券及び回数券に分けて記載をし

ているところでございます。恐れ入ります、11ページにお戻りいただき、アの普通乗車券につきまして

は、三セク鉄道会社の運賃に平均50円の乗継割引を適用することとしております。また12ページに戻っ

ていただきまして、イの定期券及び回数券についてですが、三セク鉄道会社とＪＲ北海道双方の運賃を

割り引くこととし、割引率など具体的な内容については、今後ＪＲ北海道と協議を進めることとしてお

りまして、特別企画乗車券は各区間の運賃上昇率の平準化を図るとともに、商品内容も利用者にとって

使いやすいものとなるよう協議を進めていくこととしているところでございます。

次に、ローマ数字のⅤの経営スキームに関する事項のうち、２の出資金の（１）総額でございますが、

会社設立時期の変更等に伴う開業準備費の精査に伴いまして、出資金額を変更しているところでござい

ます。会社設立時期を当初５月と想定しておりましたが、８月に延期したことによりまして、その間必

要となる人件費に減少が生じてまいります。一方、安全確認のためのコンサルタント業務などを新たに

計上いたしまして、原案では出資金総額5.8億円程度としておりましたが、案では約1,000万円減額とな

り5.7億円程度としているところでございます。なお（２）の出資の①、設立時の出資額につきまして

は、原案の2.4億円程度から案では2.3億円程度としているところでございます。

次に13ページのローマ数字Ⅵになりますが、収支に関する事項の１、開業準備費等の（２）主な内容

及び規模の欄、２行目になりますが、安全運行体制の確保に向けた方針（案）に基づきまして、安全対

策全般の検討に要する経費の部分を加筆しているところでございます。また、14ページの４、安全な運

行体制の構築に係る経費等につきまして、方針（案）に基づき、これは新たに項目立てをしているとこ

ろでございます。続いて、５の収支予測でございますが、ＪＲ北海道との協議や基本合意に基づく精査

によりまして、先ほど御説明いたしました開業準備費の減額のほか、運行経費につきましては、原案で

は車両検査費用や動力費などに変動要素があるとして153億円から157億円程度と幅を持たせておりまし

たが、ＪＲ北海道とも協議を進め再精査を行った結果、案では157億円程度としているところでござい

ます。また収入につきましては、貨物列車の運行本数に幅を持たせ、原案では147億円から148億円程度

としておりましたが、最新の統計資料などに基づき精査した結果、案では148億円程度としており、そ

の結果といたしまして、表の一番下段になりますが、道・沿線市町の実質負担額について、原案では20
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億円から25億円程度としておりましたが、案では23億円程度としているところでございます。

次に15ページのローマ数字のⅦ、利用促進に関する事項から17ページのローマ数字のⅩ、今後のスケ

ジュールにかけましては、言い切る形の文言修正を行っているところでございます。

以上が並行在来線経営計画（案）における主な変更点でございます。

引き続きまして、資料３の北海道道南地域並行在来線準備株式会社の設立時の体制及び出資金につい

て御説明申し上げます。

まずは１の設立時の体制でございますが、（１）の役員構成につきましては、取締役として北海道か

ら２名、北斗市、木古内町からそれぞれ１名ずつ、監査役として函館市から１名のトータル５名の体制

とすることとしているところでございます。また、（２）の要員数につきましては、役員５名のほか、

北海道、北斗市、函館市から４名、ＪＲ北海道から出向者11名の合計15名の常勤社員を置くこととして

おります。なお参考といたしまして、裏面に組織図を記載しているところでございます。

表側にお戻りいただきまして、２の設立時出資金でございますが、設立から来年６月の増資時までに

必要な開業準備経費を見込んでおりまして、その内訳については、下段の括弧書きで記載しております

が、人件費が１億3,300万円、鉄道事業許可申請など事務費等の経費が8,100万円、予備費として1,200

万円のトータル２億2,600万円を予定しており、この２億2,600万円につきましては、それぞれの出資割

合に応じ出資することとしておりまして、この６月議会で予算案を提案する予定でございますが、函館

市分におきましては4.4％の割合で994万4,000円を見込んでいるところでございます。

続きまして、本年５月16日に配付いたしました資料４の江差線（五稜郭・木古内間）並行在来線当面

のスケジュールにつきまして御説明申し上げます。

まず先ほど御説明申し上げましたが、６月の議会におきまして出資金の予算を提出することとしてお

ります。７月の上、中旬には、開業準備協議会を開催いたしまして、安全運行体制の確保の方針、それ

から経営計画を決定いたしまして、あわせて協議会終了後、準備会社の発起人会を開催いたしまして、

定款や各種規則などを御審議いただき、出資金の振り込みを確認した上で７月下旬にも設立時取締役会

を開催し、８月１日の会社設立に向けた確認を行うこととしているところでございます。会社設立後に

おきましては、10月、12月、３月に取締役会の開催を予定しておりますほか、会社名の公募を行いまし

て、12月には社名変更のための臨時株主総会を予定しているところでございます。

以上が当面のスケジュールでございます。

資料説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○委員長（出村 勝彦） ただいま政策推進課長より御説明いただきましたが、本件にかかわりまして各

委員から御発言はございませんか。井田委員。

○井田 範行委員 それでは、具体的に、大分、なってきたということで、多くの説明をいただいたんで

すけども、４月９日で出ましたこの安全運行体制の確保に向けた方針という部分を中心に、ちょっとこ

まい部分にもなるんですけども確認させていただきたいと思います。これ今、説明受けまして、安全対

策に対して強い理念がどんどんどんどん感じてくる内容になっておりまして、かなりＯＪＴの話とかＫ

ＹＴの話とかヒヤリハットとか、非常にこまい部分も記載されております。私はやっぱり大事なことは、

こっちのほうにも書いてますけども、三セクの皆さんがやっぱりコンプラを意識しながら高い安全意識
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を持つということが非常に重要なことかなというふうに思っております。

そこで、まず技術レベルの向上の部分で聞きたいと思います。今の説明にもあったんですけども、当

初はＪＲの社員の方の出向により対応し、順次プロパー化を進めていくということで記載されておりま

す。ということは、10年後、一応10年のバンド幅でいろいろ動いてるようですけども、10年後全てプロ

パーという考え方なのか、または10年後であっても例えば出向者が何割、ＪＲのＯＢが何割、プロパー

が何割という比率的なものの考えがあるんであれば、まずお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 社員のプロパー化についてのお尋ねでございますが、

第三セクター鉄道の経営区間は旅客列車に加えて貨物列車が運行する区間でございますので、運行の安

全性を確保するために当初は専門的技術や経験を有するＪＲ北海道社員の出向等により対応することと

してございますが、順次ＪＲ北海道出向者からプロパー社員に切り替えていくということにしてござい

まして、開業から15年を目途に全てプロパー化に置き換えるということにしているところでございます。

なお、プロパー社員につきましては、専門的な技術を必要とする部門においてはＪＲ北海道のＯＢ社

員の雇用もすることもあるというところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 プロパー化につきましては、開業から15年をめどに全てプロパーにしたいと。ただそ

のプロパーの中には、ＪＲのＯＢの皆さんもいる可能性もありますよということでわかりました。ただ

プロパーの方、新しく入られて、15年で技術レベルが一定程度になるのかどうかは私は詳しいことはわ

かりませんけども。

次に、保守、保全に関する関係なんですけども、マニュアルというものがありましても、マニュアル

整備したり、いろんなことを対策とるということなんですけども、やはり保守レベルというのかな、上

げるにはやっぱりマニュアルだけではない。要するに、長年培った経験、勘という言葉がなじむかどう

かわかりませんけども、そういうものが非常に大きいというふうに思ってございます。ＪＲさんからの

出向に当たりまして、その辺のバランスですね、若い方というか、経験の浅い方だけでもだめですし、

その経験が豊富な方、さらには熟練した方、いろんな構成があると思うんですけども、この経験年数の

バランス、聞きたいのが、それと出向期間、まあ出向っていうわけですから一定程度、一般企業では大

体３年程度で入れ替わるというのが多いようですけども、その辺のことについてお聞きしたいと思いま

す。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） ＪＲ北海道からの出向社員の経験年数等に関する御質

問でございます。

鉄道運行の安全性を確保するためには、技術継承の視点も重要でありますことから、可能な範囲で年

齢層にも配慮するなど適切な人材を三セク鉄道会社へ出向させることにつきまして、ＪＲ北海道との間

で基本合意をしてございまして、具体的な出向者の経験年数、それから出向期間などにつきましては、

今後運行の安全性の確保を十分に考慮しながらＪＲ北海道と詰めてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 その辺まだ見えてない部分あると思うんですけども、出向者もあまり長すぎるといろ
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んな、戻ったときの、いろんな現象も起きますので、やはり３年程度、これはおそらくＪＲさんのほう

で労使の関係の中で一定程度の整理はされると思いますけども、がいいのかなというふうに私は思って

おります。

次に10ページに書かれてるんですけども、鉄道会社の技術者ということで、実践的なＯＪＴ研修とい

うことで書かれてます。このＯＪＴ、非常に民間企業でよく取り入れられてる手法で、いいことではあ

るんですけども、それ以外にやはり資格取得とか、モチベーションを高めるためにこのスキルアップと

か、いろんなことをしていかなきゃならないと思うんですけども、どんなようなその鉄道事業に関して

資格があるのか私もよく承知してません。それをまず聞きたいのと、当然その資格をとらせるというか

な、モチベーション、特にプロパー職員のモチベーションを上げるという対策も必要と思うんですけど

も、その辺の考え方についてお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 鉄道会社の技術職としての資格と資格取得へのモチベ

ーションについてのお尋ねでございます。

鉄道会社の技術職といたしましての資格については、測量士ですとか、土木施工管理技士、それから

建築士、電気主任技術者、無線技術者などがございまして、ＪＲ北海道ではこれらの資格を有する者に

技能手当を支給しているところでございます。三セク鉄道会社におきましても、資格取得へのモチベー

ションを高めるため、ＪＲ北海道と同様の賃金規程を制定する予定であります。第一種鉄道事業者とし

て最低限必要な資格はありますので、その取得につきまして的確に対応していきたいというふうに考え

ているところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 ちょっとこまい話になっちゃったんですけども、どちらにしてもそのプロパーの方の

モチベーションというのは、やはり資格というのも１つの部分なんで、ぜひインセンティブを与えるよ

うな、やはり形の中で検討を進めていっていただきたいというふうに思ってます。

次に、非常に重要な部分で、設備の維持の予算の関係について聞きたいと思います。やっぱり職員が

高い技術力を持ちました。ただ、不良箇所をいろいろ発見しても、やはり速やかに設備の改修、更新を

していかなければ、するためにはやはりどうしても予算、お金というのはついてまわる話であります。

当然その修繕、設備改修等の予算がやはり十分でなければ、その改善、改修がおろそかになったり、ま

た改修しても仮処理のままで長く放置されるということも当然予想されてくると思います。やはり、私

は安全運行のためには、この安全な設備、安全な設備イコール予算確保という部分は極めて重要だとい

うふうに思いますけども、いろいろ今説明受けた中で収支がかなり厳しいという状況になると、これに

は予算確保が十分にされていくんだろうかという、非常に心配がございます。その設備維持管理のため

の管理費の確保についての考えをお聞きしたいというふうに思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 設備の維持管理に関する予算確保についての御質問で

ございますが、三セク鉄道会社に譲渡される鉄道資産につきましては、ＪＲ北海道が経営分離までの期

間に必要な検査と修繕を確実に実施することを前提といたしまして、三セク鉄道会社としても安全管理

アドバイザリー会議からの助言を受けながら安全性を確認するとともに、適切な維持管理に努めていく

こととしているところでございます。予算が措置されていないために必要な修繕というものが行われず、
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安全運行に支障を来すことにはなりませんので、必要な修繕等の予算は当然確保しながら鉄道資産の維

持管理を行い、運営を行っていくこととなるというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 当然、必要なものはきちんと確保されますよと。これは当然のことなんですが、そこ

で、必要か否かの判断というのはこれがまた難しい話になってくると思います。それで、事故とか人命

に係る部分は当然、これは最優先されるべきだということではあるんですけども、一般的に設備保全の

考え方として、壊れる前、壊れそうなものを事前に取り替える予防保全という考え方、これは設備管理

としてはベストな方法なんですけども、多少まだ使えるものもチェンジしちゃう可能性があります。も

う１つの考え方として、あくまでも人命とか大きなトラブルに関係ない、支障ない部分の話なんですけ

ども、壊れてからチェンジするというこの事後保全の考え方、予防保全と事後保全、この事後保全の場

合には、若干のサービスの低下というリスクも考えているんですけども、設備コストはかなり抑制され

る可能性が高いという状況になってます。あくまでも、安全、人命とか、その事故にかかわらない部分

での設備の保全、保守の考え方として、どのようにやるべきだというふうに考えているのか基本的な考

え方を聞きたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 設備保全の基本的な考え方についての御質問でござい

ます。

鉄道資産の維持管理に当たりましては、厳しい収支が予測される中でコストを極力抑制することも必

要でありますが、安全性の確保が最優先でございますので、設備保全の基本的な考え方といたしまして、

鉄道の安全運行に欠かすことのできない各種設備、施設等については、故障発生後に対処するだけでは

なくて、定期的に点検監視を行い、交換修繕を実施しながら予防に努めていくこととしているところで

ございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 なかなか答えになってるのかなってないのかよくわかりませんけども、あのね、よく

設備というのは、例えば耐用年数、これはルールで決まってるんですけども、例えば30年、40年ってル

ールあっても、結果的に使えるものもある。ただ使えないものもあると。壊れれば使えないというのは

誰でもわかることなんですけども、耐用年数過ぎても恐らくある程度メンテをきちんとしながら使って

るものも当然あるだろうと。その中でそれがどう判断していくというのは非常に、ものにはよるとは思

うんですけども、これでその修繕費含めて、建設費の部分含めて、かなり動く部分だというふうに思い

ますので、ここでどうするっていうのははっきり言えないと思いますけども、今後やはりその辺もきち

んと、その設備保全のあり方をどうするべきなんだという部分はぜひ詰めていただきたいというふうに

思います。

次に、アドバイザリー会議について聞きたいと思います。先ほども説明にありました外部からの視点

を確保するために有識者等からなる安全管理アドバイザーということが明記されてるんですけども、先

ほどの説明の中では、資料の中には、土木構造物、あと経営全般、有識者ということになってるんです

けども、この辺、学者なのか、鉄道の経験、その業界っていうのかな、鉄道事業を熟知した人なのか、

その辺が聞きたいのと、この会議のメンバー構成、人員規模なんかがわかればお知らせいただきたいと
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思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 有識者からなります安全管理アドバイザリー会議の委

員構成や会議の運営方法等につきましては、三セク鉄道会社設立後速やかに設置できるよう、安全運行

体制の確保に向けた方針の策定後に詳細の検討を進める予定でございます。現在のところ構成員につき

ましては、保全管理、橋梁、トンネルといった土木構造物、鉄道事業の経営全般についての助言が可能

な学識経験のほか、鉄道事業の関係者を想定しているところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 わかりました。それで、そのアドバイザリー会議なんですけども、資料にもあるとお

り、開業まではＪＲ北海道から譲渡をされる資産の安全確認ということで、結構これはボリュームがあ

る大変な作業になるのかなというふうに私も印象を持ってるんですけども、となると、三セク鉄道会社

が開業前、移行時点とその開業して運行した後、当然これ役割というのは、アドバイザリー会議の役割

と大きく異なってくる、安全管理という部分では同じなんだけど、設備譲渡という部分が一定程度整理

されますので、大分異なるように思うんですけども、その役割の違いとそのときの体制、前は確かに結

構な人数いたけども、ある程度絞ってもある程度それができるのかなという思いもあるんですけども、

その辺のことについてお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 安全管理アドバイザリー会議の役割と体制についてで

ございますが、開業までの間につきましては、ＪＲ北海道から譲渡される資産の安全性の確認方法、そ

れから譲渡前の修繕に関するＪＲ北海道への要請事項につきまして、技術的な助言をいただくことが中

心となります。また、開業後におきましては、安全対策全般について専門的な立場から指導、助言をい

ただくことによりまして、三セク鉄道会社における安全運行体制の確保をより確かなものとしていくこ

ととしておりまして、その役割を踏まえますと、開業前と開業後の体制に大きな変更はないものと考え

ているところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 ちょっと長くなってきたので、こまいんでヒヤリハットは飛ばします。人事労務施策

について３つ、４つ聞きたいと思います。

残念なことにＪＲ北海道のほうでいろんな事故が発生してるという状況の中で、その要因の１つとし

て複数の組合の存在が職場の一体感を阻害してるというような報道もされているところでございます。

当然出向社員でお願いするということになりますと、プロパー社員と一緒になるという部分なんかを考

えると、三セク鉄道会社の職員の一体感はどのような形で創出されようと考えているのかお聞きしたい

と思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 三セク鉄道会社における職員の一体感についてのお尋

ねでございます。

三セク鉄道会社につきましては、小さな鉄道会社でありますので、そのメリットを生かしまして、本

社と現場、上司と部下とのコミュニケーションを十分にとりながら風通しのよい組織を構築すること。

それから、ＪＲ北海道からの出向社員を含め全社員が一丸となって安全、安定運行や利用促進に取り組

むことによりまして一体感の創出に努めていきたいというふうに考えているところでございます。



- 13 -

以上でございます。

○井田 範行委員 これはなかなかコメントしづらい部分だとは思うんですけども、その一体感の創出の

中で、やっぱりＪＲさんからの出向と、当然プロパーの方、当然混在してくると。混在という言葉がい

いか、一緒に作業するという状況になったときに、労働条件の部分、恐らく一般的には違う可能性が高

いとは思うんですけども、どのような形になっていくのか。出向者、プロパー社員との賃金体系を含め

たその辺の違いがもしあるのか否か。そういう状況の中で本当に一体感ってできるんですかっていうこ

とになるんですけども、その辺のことについてお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 労働条件についての御質問でございます。

勤務条件は、原則として三セク鉄道会社の規程により同一となる予定でございます。一方でＪＲ北海

道からの出向者の人件費に関しましては、ＪＲ北海道との基本合意によりまして、これまでの給与水準

を担保するということにしておりますことから、プロパー職員とは人件費に関しては異なってくるとい

う見込みでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 確かに出向というのは別会社だから、異なるというのは恐らく異なる意味というのは

プロパーのほうが低いよということを言われてるというふうに思うんですけども、やはりある程度時間

が経ってくると、出向の方とプロパーの方、技術レベルがある程度同等になって同じ業務をしてると、

何で違うんだっていう疑問とかいろいろやはりあると思いますので、その辺、一体感を阻害しない形で、

その賃金体系、労働体系もきちんと対応していっていただきたいというふうに思ってございます。

それと、将来的に15年後に全部プロパーになるよということで、そうなると、なかなかジョブローテ

ーション、異動という部分が非常に難しくなって、難しくなってというか、部門間の異動はできるんで

しょうけども、技術職になるとほとんど次の職場がないわけですから、よく言われているのがマンネリ

化という言葉がよく使われてるところでございます。出向される方は、何年かわかりませんけど、３年

程度で恐らく交代されるということなんですけども、プロパー職員のジョブローテーション、これをど

のように考えてるかお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） プロパー社員のジョブローテーションについてでござ

いますが、鉄道の運行に当たりましては、知識や技術の専門性が必要でありますので、基本的には専門

性を持ったプロパー社員を職種ごとに養成いたしまして、職務経験を積ませることとしているところで

ございます。職務によってはさまざまな経験を必要とする場合がありますので、そのような職種につき

ましては、可能な限りジョブローテーションの実施をしていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

以上でございます。

○井田 範行委員 それで、そのジョブローテーションなんですけど、していきたいと言うんですけども、

その三セク鉄道会社の中でできるかとなると、本当に特定の技術職となるとほとんど難しいのが実態だ

というふうに思います。私はこれちょっと提案なんですけども、プロパー職員の人材育成という目的の

中で、ほかにあります三セク鉄道、先ほどの資料にもいろんな三セク鉄道ありましたけども、その鉄道

会社との人事交流、それとか、あと逆に言うとＪＲ北海道さんに逆出向、行っていただいてその技術力
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を高めてもらうというようなやはりジョブローテーションも必要じゃないのかなというふうに思います

けども、この辺の考えについてお考えをお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 他の三セク鉄道会社との人事交流等についての御質問

でございますが、プロパー社員の養成に当たりましては、現段階では安全、安定運行を軌道に乗せてい

くということが重要でありますので、まずはＪＲ北海道の協力を得ながら研修の受け入れや専門的技術

の習得などを行うことで人材育成を図っていきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 最後になります。冒頭申し上げたとおり、安全対策という部分というのは、やはり設

備投資、要するに予算という部分と非常に関係があるということで、三セク鉄道会社は経営は厳しいと

いう状況ではあるんですけども、収支の向上対策というのも非常に重要なのかなというふうに思ってお

ります。資料の中にもあるんですけども、沿線地域の市や町が連携を図り、観光資源を生かした利用促

進策の検討ということで記載されているんですけども、先ほどちょっと観光部の説明も少しありました

けども、具体的なその増加策、お考えがあるんであればお聞きしたいというふうに思ってございます。

また、今度三セク会社ですから、鉄道事業に関連した、何ですかって言われると僕もすぐ出てこない

んですけども、関連したいろんなビジネスというのもできるような気がするんですけども、その辺の収

入増加対策なんかも考えてるんであればお聞きしたいと思います。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 利用促進策などについてでございますが、三セク鉄道

会社におきましては、厳しい経営が想定される中にありまして、収入増加に向けた利用促進を図ること

が重要でありますが、沿線の観光資源の活用例といたしましては、イベント列車の運行ですとか、既存

の企画乗車券はこだて旅するパスポートのような他の交通機関とも連携した周遊パスの発行などが考え

られるところでございます。また、新たな観光資源の発掘ですとか、新幹線ダイヤに合わせた運行、さ

らには沿線住民の意識の醸成、それから住宅政策などとの連携を視野に、沿線市町とも十分に協議しな

がら、今後設置予定の（仮称）道南地域並行在来線利用促進協議会、この中で幅広く検討していきたい

というふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○井田 範行委員 これで終わりますけども、やはり安全対策というのは、私も今回のＪＲさんの事故を

いろいろ新聞報道で見てると、やっぱり予算、お金と切っても切れない、いろんな話あるんで、最終的

にはその予算、お金の部分というのは極めて重要なのかなというふうに思ってます。冒頭、その辺の予

算はきちんと確保したいということなんですけど、経営っていうのはやはりお金がないと、やっぱりそ

の修繕費含めていろいろ投資もしづらくなると。結果していろんな問題が出てくるという状況なんで、

そのためにもやっぱり収支、やっぱり健全でなければ、その安全も十分に、あってはならないことなん

だけど守れなくなると思いますので、その辺の健全経営になるように最大限の努力をしていただきたい

ということを申し上げまして、私は終わります。

○委員長（出村 勝彦） ありがとうございました。

他に。それじゃあ松宮委員。

○松宮 健治委員 今、井田委員の話を聞いててなるほどなと伺ってたんですが、ただ、先ほどの資料の
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３を見ますと、三セクの役員は函館市から１人と、それから社員が１人と、２人しか出向しないんです

ね。で、出資の割合からいうと4.4％と、1,000万円余りというふうになってまして、いろいろまだ三セ

クの具体像が見えない中でいろいろ検討しても、しょせん函館との意向っていうのは、4.4％出資でど

れほど通るのかなと正直言って思ってるんですね。そういう中で多分、今、課長の答弁の中で結構苦し

いというか、曖昧模糊とした部分はやむを得ないと私は思っております。そういう中で、第一にはやっ

ぱり安全運行ということですし、やっぱり函館の意向をもっと出すんであれば出資をもっと倍にふやす

とかなるんでしょうけど、まあなかなかそうはいかないと思います。そういう中でも最大の努力をして

いただければと思っておりますので、このやっぱり執行役員数と出資の割合からして、分相応のことし

か言えないのかなと私は思っておりますので、もしそれに対して、部長、見解がありましたら、お考え

を。

○企画部長（谷口 諭） この負担の割合につきましては、いろいろ三セクでやっていこうという中でい

ろいろ議論した中で、最終的にいろんな人口ですとか、財政規模とか、運行距離とかも含めまして、北

海道も含めて４自治体で決定したものでありますので、それにつきましてはそのルールで、出資もそう

ですし、一部赤字の補填ということになるのかもしれませんが、それはそのルールでやっていきたいと

思っております。ただ、確かに松宮委員おっしゃるように、出資の割合、うちは低い、北海道８割とか

ってなりますけれども、やはりこの鉄路で残すというのは住民の足を守るということで、それが大義名

分でございますので、そういう観点では、割合は違いますけども、我々も言いたいことはきちんと申し

上げていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○松宮 健治委員 今の部長の最後の答弁を聞いてありがたいなと思って、どうしても私だと4.4％しか

出資してないのに大きなこと言えないかなと思うんですが、あくまでも住民の足を守ると、安全運行を

しっかりやっていただきたいということで、函館市の意向をしっかり述べていただきたいと思ってます。

以上です。

○委員長（出村 勝彦） いいですか。はい。福島委員。

○福島 恭二委員 一、二点ちょっとお尋ねします。

今説明聞いてたんだけども、今のような質問に対して答弁をしてるんだけども、責任ある答弁だとい

うふうに受けとめたいんだけども、いいんだろうかな、そういう具体的にこの会社の経営内容について、

安全対策だとかについて、不安だから聞いてるんだけども、そちらのほうで答弁してるんだよね。三セ

クの社員でもないし、会社のあれでもないんだね。そういう中での質問のやりとりなものですから、果

たしてどうなのかなという、ちょっとひとつ疑問がまずあるんですよ。

あわせて、今、皆さんも当然なんだけども、これ将来20年先か30年先か、札幌開業に当たって当然現

在の在来線が経営分離されると。この段階でまた第三セクターになるはずなんで、それを展望してもや

はり、それに移行される段階までもやっぱりきちんとしてもらわなければ困るということもあるもので

すから、当然これ参考になるわけですから、心配で皆さん、きょう参加してるんだと思うんですけども、

実は私もそう思ってるんですけどね。中でも、いろいろ安全対策についてここに示されて報告されまし

たけども、まさにこのとおりであって、このとおりやっていただければ、とりあえずは我々としては何

も口を挟む必要はないんだけれども、ただこれまでいろんなこと、理念やその考え方について示されて
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はきたんですけど、当然といえば当然のことなんだけれども、なかなか実行に移してこなかったという

ことがしばしばあったわけですけれども、やっぱりつまるところ、なぜそれができなかったのかという

と予算の問題、お金の問題になっちゃうんですね。だから安全対策というのは幾らお金をかけてもこれ

でいいっていうことじゃないということもよく言われるんですけども、やっぱり現場のほうから指摘を

されて、ここは今後経験上からいったら補修しなければならないという部分が結構あって、これまでも

ＪＲの問題についても聞かされるんですけども、指摘をして上層部のほうに上げているんだけども、結

果的にそれは無視されたり、あるいは無視されるということは予算がないから無視されるということな

んだけども、そういった傾向がずっとこう続いてきて、そしてどんと大きい事故があれば初めてまた、

いやその安全対策、みずからが、その幹部が責任をとるという話が最初に出ればいいんだけども、そう

ではなくて、調査してからどうのこうのとなってね、つまるところやっぱり現場の対応が悪いというこ

とになってくるのがこれまでの傾向なんですよね。それではまずいんでね、やっぱりこうやってきちん

と決めた以上はそのとおりやっていただくということは当然であり、かつまたそれを実行させるための

組織体制というものをきちんとしてもらうのは当然なんだけれども、中でもこの報告された中で特にち

ょっと気になったのは、今まで整備部門でも何でも下請け業者というか委託業者というか、安上がりの

そういうところにやってきたと。ところが今の報告からすると、今度基本的な部分というんですか、安

全対策としてそこの部分は直営でやると。その他は委託をするという、こういう二段構えの話が随所に

あったんですけども、それは当然今までの反省の上に立ってそういうことをやろうというふうに考えた

んだと思うんですよ。それは結構なことなんでね、ぜひやっぱりそういうことをきちんとやってほしい

なと。これは結果的に、今までのＪＲの事故を踏まえて、その教訓の上に立ってこういった考え方をつ

くったものなのか、その辺のことについてどういうふうに聞いてるか、ちょっと気になったものですか

らお尋ねしたいなと。

それから、この文書の中にというか、この確認の中にＪＲ貨物のことというのはあまり触れられてな

いんですよね。ＪＲ貨物がどういう形で参加するのか。あるいは、ＪＲ貨物を運行するに当たってどう

いうふうなことをＪＲ貨物に依頼してるのか、連携をとろうとしているのか。この辺について何もこの

具体的な報告がないんだけども、あわせてその辺もちょっとお尋ねしたいなと思ってます。

○企画部長（谷口 諭） 今、御質問３点ございましたので、まず１点目は私のほうからお答えさせてい

ただきます。

本日説明させていただきました安全方針ですとか、経営計画の案ですけれども、これはもうすでに他

県で運行されております三セクもいろいろ参考にさせていただきましたし、あとは北海道が大体中心と

なってＪＲさんとも協議してきて、いろいろ積み上げてきたものの取りまとめたものでございます。当

然、北海道が中心になってＪＲさんとお話はしてるんですけども、私どもこの経営計画、いろいろその

案を示すに当たっても、その前の幹事会ですとか、あるいは協議会で事前に北海道とも十分お話し合い

をした上で今回示しているものでありまして、いろいろ先ほども御答弁させていただいた内容につきま

しては、当然北海道のほうにも確認をしておりますし、北海道のほうでも特別委員会なり、他の自治体

でもいろいろやりとりはされているわけですけれども、その辺の形、いずれ三セクが引き継いで経営で

やっていくことになるんですが、その辺のことはきちんと整合をとった上でお答えをさせていただいて
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いるものでございますので、確かに私どもはまだ今の段階で三セクできてない段階での発言ではありま

すけれども、その辺はきちんと三セクのほうで引き継いでいくといいますか、踏襲していきます。そう

いう形になっているものでございます。

２点目、３点目のほうは、ちょっと課長のほうからお答えさせていただきます。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 安全対策についての対応についての御質問でございま

した。

安全対策につきましては、予算のお話もありましたけれども、当然安全対策のためには予算の確保と

いうものが重要でありますので、その辺の対応についてはきっちり三セク会社としてもやっていく必要

があるものというふうに考えております。

直営での整備というところでございますが、これはこれまでＪＲ北海道の事故、事業改善命令、監督

命令も受けておりまして、いろいろＪＲ北海道としてもその辺の対応についてはやられているところで

ございます。そうした中で、ＪＲ北海道ともいろいろ協議しながら、どういう形で修繕等をやっていく

べきか、いくのがいいのかということをいろいろ協議しながら、今こういう形で日常的な点検について

は基本的には直営でということで、それからそれ以外の大規模修繕に関しては外部が、外注をするとい

うような取り組みをしているところでございます。

それからＪＲ貨物のかかわりにつきましては、当然三セク、江差線、この経営区間についてはＪＲ貨

物が運行する区間でありますので、その運行に関する協議ですとか、そういったものを進めているとこ

ろでございます。負担につきましても、貨物の走行割合に応じて線路使用料が入る見込みでございます

ので、そういったことも踏まえてＪＲ北海道ともいろいろ協議をしていると、開業に向けて協議をして

いるという状況でございます。

以上でございます。

○福島 恭二委員 予算のこと、あるいは安全面のことについてはきちんとこちらからも、我々のこうい

った意見も届けるというようなことでは当然のことなんだけど、そしてぜひお願いしたいんだけども、

やっぱり安全対策は、少なくても今報告されたことだけを考えれば、最低ＪＲさんの取り組もうとして

いるものと遜色ないと、最低でもそうだというふうに受けとめるんですね。少なくともというか、そう

いうことなんだけど、これを上回るような、ＪＲを上回るような特別な対策があるというふうに思って

るんだけども、あるならちょっと報告していただきたいけども、第三セクターとしてはどこにもない、

安全対策というものはこういうことを強調したいということがあれば報告してもらいたいけども、最低

はそういうことに基づいているんだろうと。それはとりもなおさず今日までのいろんな事故が起きたそ

の教訓を踏まえて対策されてるんだろうと思うんで、そういうことであればそれなりに評価をしたいと

思うんです、当然のこととして。よく言われているように、教訓を生かさない企業は未来がないと言わ

れるように、やっぱりきちんと教訓を生かしてもらわなければ困るんだけども、中でもその下請け、孫

請けみたいな、いわゆる下請け会社に依頼するという部分が、これまで結構ＪＲのものもあったんです

よね。しかし、さまざまな問題が起きた。高く委託をしてバックマージンを取るだとか、さまざまな問

題起きましたよね。これはやっぱり、下請けであるがゆえにそういったことが起きやすいということも

あるし、我々も常にこの安全対策の問題を議論するときには、やっぱり安全対策の部分だけは少なくて
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も直営社員、あるいは直営でやるべきだと、随分主張してきたことがあったんだけども、必ずしもこの

100％そういうふうにならない点が現在もあるんだけども、それはそれで残念なことだけど、しかし結

果が、事故が起きれば、そういった面もやっぱり意識的な問題では指摘せざるを得ないんですよね、や

っぱりね。そこの正社員っていうのと、あるいはそこの正職員というか、の職員と、やっぱりそれを下

請けに働いてる職員の意識の違いというものはやっぱりあるんですね、どうしてもね。しかもそれが結

果として財源の問題、いわゆる資金の問題で安く、安上がりの結果を求めるものですから、だからそこ

で手抜きをしようと思わなくても、必然的にいつのまにか手抜きになっちゃうんだ、結果的にね。先ほ

ど言ったように、そういった教訓の上に立ってやってるとすれば、現場からのそういった指摘に対して

的確に対応するんだというようなことが、これを見た限りではどうも読み取れないんですよね。的確に

迅速に対応はするということは文言としてあるけれども、実際にそういう場面が結構これまであったん

ですよね。だから、そういった意味からすると、組織機構図を見ても、そういうようなことも伝わるの

かなと、対策が簡単にできるのかなと。できるようなシステムになったんだなと思いたいんだけども、

やっぱり改めてそこはきちんとこれまでの教訓からすると、してほしいなと。十分に伝えてほしいなと

いうふうに思うんです。大沼の脱線事故の問題だって、水が出て、恐らく少し増水すれば、これがあふ

れて線路に行くだろうという想定もあったみたいなんですね。ところが結果的に予算の問題で、まあそ

んなに来ないだろう、来年なんて、一、二年待っても大丈夫だろうとやった結果、次の年にああいうふ

うにあふれて、結果的にああいった事故につながったと、こういう経過なんですね。予想されるような

ことについて的確にやっぱり対応するということでなければだめなはずなんだけれども、残念ながらそ

ういう結果を招いてしまったと。そういった教訓から全てこういった対策が立てられたと思うときに、

もっとその辺も含めてこうしたんだという説得力ある報告も欲しいし、対策もしてほしいなというふう

に思うんです。特に、言おうとするのは、貨物列車の問題なんだけど、貨物は御承知のとおり旅客列車

と違って重量がかなりかかるもんだから、特にこれまでの在来線については路盤がかなり緩んでるとい

うこともあるということも、そして枕木の問題についても、木造からコンクリートに変えるというよう

なことなどもあったようだけども、やっぱり重量があるもんだから、貨物が走ることによって路盤がよ

く傷むんだということも定説としてこれ言われてるんですよね。いうことなどを考えれば、貨物の重量

が一定程度に、できるのかどうかは別として、やっぱり走れば走るほど旅客列車よりは傷みが激しいと

いう、そういった点も考えてその使用料なり、あるいはその対策も含めて考えられてきたものなのかど

うなのか。そういうことも少し明確にしてもらいたいなと思ったものですから、ちょっとお尋ねしてる

んですけども、その辺の協議というんですかね、話し合いもなされたのかどうかちょっとお尋ねしたい

と思ってます。

○企画部長（谷口 諭） まず、安全対策の面につきましては、今般、先ほど課長からも答弁させていた

だきましたが、ＪＲ北海道さんが一連の事態を受けていろんな国のほうからも改善措置の命令等も受け

まして、それに対していろいろ対応なさっているということも踏まえてのことでございまして、先ほど

説明しました基本合意につきましても、ほかのところの三セクではない形で、支援内容のほかに、特に

安全運行体制の構築という点でも今回ＪＲさんとも合意をしてるということで、その辺はやっぱり重点

的に重きを置いて対応してきたものでございます。やはり三セクに移行、新たに始めるといいますと、
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今までＪＲさんが運行してきた区間の施設を譲り受けて、車両も譲り受けて、それで運行していくわけ

ですので、当然、ＪＲさんに頼るというよりも、ＪＲさんと連携しながらやっていかなきゃならないと

いう部分も多くありますので、検査の部分もいろいろ協議した上で、可能なものは直営にして、それ以

外のものは外注にしようということになりましたので、今言ったこと、経営の理念の１番目にも安全運

行というのをまず掲げておりますので、そういう視点でまずやっていきたいというふうに思います。

それから、ＪＲ貨物の件につきましては、今福島委員おっしゃったように、確かに重量が重いという

ことで、これはこれまでの例でもいわゆるＪＲ貨物は第二種鉄道事業者で線路をお借りして運行してる

わけですから、当然その線路の所有者に使用料を払うということで、当然普通の客車よりも重い重量で、

その運行によって線路が傷むということですので、国とのルールでもその重量に応じて使用料を払うと、

加算的に払うということで、そういうルールにはなっておりますので、きちんとそれに基づいてお話し

合いもしていって、使用料としてはいただいてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○福島 恭二委員 当然そういうことなんだろうなと思うんだけど、あまり具体的にそういったことをお

聞きされてないものだからちょっとお尋ねしたんだけども、ぜひひとつその点でお願いしたいなと思う

んです。ともあれ、これまではＪＲという会社がきちんとその辺の整備、補修もやってきたということ

なんだけど、今度第三セクターとなってくると、やっぱりそれぞれの負担を得て設立される会社ですか

ら、やっぱり財政的にも脆弱な会社になるわけですから、だからそういう点でより安全を高めるという、

安全性を高めるとすれば、お金の問題とは不可分だけども、やっぱり与えられた範疇の中でより安全性

を高めるということは、いつの時代でも必要で三セクになったとしても必要なことですから、最終的に、

少なくてもそういったＪＲ貨物さんのような存在は、やっぱりできるだけ費用がかからないような、安

全対策に協力していただくようなこともぜひ必要なものですから、要請をしておくべき課題だと思うん

ですね。やってみないとわからないって問題もありますけども、皆さんの報告されたことを良として見

守りたいと思いますので、くれぐれもひとつ事故のないように安全対策を強化して、意識改革をしなが

ら安全に運行していただきたいということを要望して、とりあえず終わります。

○委員長（出村 勝彦） はい、ありがとうございました。

他に。本間委員。

○本間 勝美委員 そんなに長くなりません。何点か質問したいと思います。

４月９日配付の資料の１―２の15ページに、トンネルと橋梁という項目がありまして、そこにトンネ

ル名とか橋梁名とか書かれています。橋梁に関しては20メートル以上の橋梁について明記されてるんで

すけども、ちょっとこの完成した年を眺めてましたら、昭和４年に完成した橋梁というものが２つある

んですね。随分古い橋梁だなと思ってまして、築85年くらいですかね。まあ結構、構造的には丈夫にで

きてるんでしょうけども、古い橋梁だということで、先ほど答弁がありました、修繕についてはしっか

りと第三セクター鉄道が設立までにＪＲ北海道がしっかりと修繕を行っていくということなんですけど

も、逆にどの程度の修繕なのか。今現状見た感じで修繕しなくても、今後５年ないし10年後に大規模な

修繕が必要になるということも、今の現段階では大丈夫かもしれないけども、今後のことを考えたらそ

ういうことも想定されるんじゃないかなと思うんですよね。そうなった場合には、相当な費用がかかる
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こともちょっと予測されるんじゃないかなと思いまして、全国的に先行して開業してる第三セクターの

ところで、そのような問題が発生していないのか。今してなくても対応としてこんなことは考えてるよ

ということがもしあれば、わかればちょっと教えてほしいんですけども。お願いします。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 本間委員から御質問でございまして、主な橋梁のうち

昭和４年に建設されたものが２つございます。この修繕に当たりましては、国の省令に基づきまして２

年に１回定期検査を行っている状況でございまして、何かこうその辺指摘があったときには詳細な検査

を再度実施してるという状況でございます。今のその状況に基づきますと、特に大きな修繕が必要なも

のがあるというふうにはお聞きしているところではございません。それから、万が一の場合における対

策というところでいきますと、列車や土木構造物を対象といたします損害保険、こういったものに加入

してございまして、また国の災害復旧の補助金等の活用なども検討しているというところでございます。

以上でございます。

○本間 勝美委員 損害保険に加入しているよと。あと国の災害復旧補助ということも想定してるという

ことで、少しは安心しました。

それで、５月16日配付の経営計画の資料の２―２の将来の需要予測というところなんですけども、現

在考えられている将来の需要予測なんですけども、これ見る限りでは現状の五稜郭―木古内間の輸送実

績に基づいてつくられているんだろうなというふうには判断してるんですけども、この沿線の人口は将

来的には大きく、北斗市の沿線はそんなに人口減少しないのかなと思うんですが、上磯駅から木古内駅

にかけての沿線人口が大幅に減少するよと。現状でも、これ輸送実績見ると、相当上磯から木古内の間

の需要実績、非常に低いなというふうに思ってるんですけども、今後やっぱりこの第三セクター鉄道が

設立して、大きく、現状でも赤字なんだけども、これ以上に赤字を膨らまさないためにも、やはり列車

に乗っていただく方をふやしていかなければならないのかなと、そういう取り組みしていかなきゃなら

ないのかなと思うんですよね。で、函館市も企業局があって路面電車を運行してるんですが、路面電車

は幸いなことに観光の方がたくさん乗ってくれているということで、毎年、今の時期もたくさんの、市

民以上に日中であれば観光客が乗ってるんじゃないかなと思います。そういうこと考えると、第三セク

ター鉄道の五稜郭―木古内間も、函館―木古内の間のところで、やっぱり観光客をどう取り込んでいく

のかというところが非常に大事じゃないのかなというふうに思ってるんですよね。で、この経営計画を

見ると、なかなかそこまでは触れられていないんですけども、この辺なんかどういうような議論されて

るのか、されてないのかも含めて、ちょっともしわかれば教えてほしいです。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） ただいま御指摘ありましたとおり、三セク鉄道会社に

とりましても、将来の需要予測を見ますと相当厳しい経営が予想されるところでございます。特に利用

の少ない木古内から上磯、その間につきましては利用の増加策というものが必要になってくるというふ

うに考えているところでございまして、具体的には先ほど申し上げました道南地域並行在来線利用促進

協議会、今後設置されますけれども、その中で利用促進に向けた取り組みということで幅広く議論して

いきたいというふうに考えているところでございますが、沿線住民だけではなくて、観光客の利用とい

うものも重要になってまいりますので、例えば新幹線ダイヤにあわせたものですとか、連携した切符で

すとか、そういったものも考えられますので、その利用促進協議会の中でもこういった利用促進策が可
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能かどうか議論していきたいなというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○本間 勝美委員 ５月11日付で江差線の木古内―江差間が廃止になって、私は５月６日にさよなら江差

線の列車に乗ってきたんですよね。あの沿線の景色をちょっと眺めてきたんですけども、ちょっと海側

が非常にオーシャンビューと言いましょうかね、非常に景色がよくて、帰りは木古内駅で、あそこはア

クセスが非常に悪いんですよね、１時間待たされるんですよ。で、みんな待ってられないので、接続の

スーパー白鳥で函館に帰るんですけど、帰りはスーパー白鳥を利用して帰りましたら、白人の外国人の

観光客とかいろんな人が津軽海峡の景色を見てすごい感動してて、結構みんな写真撮影してたんですけ

ども、本当に木古内―函館間の特にその海側の景色って非常に、恐らく日本でも有数の景色じゃないの

かなというふうに思うんですよね。で、１月にたまたま私、伊豆半島のほうで、あれは民間の鉄道です

かね、伊豆線ですけど、伊豆急ですね、たまたま乗った列車が黒船列車というものに、たまたま偶然聞

きまして、普通列車なので乗れるんですけども、ちょうど海岸沿いに、海岸に向かった座席があるんで

すよね、座席。それ座ると、ずっと海を見て行けるというようなつくりになってるんです。なので、今

後第三セクター鉄道が開設というか、その前にやらなきゃならない問題かもしれませんが、ちょっとし

たその改造、椅子の向きを変えるとかっていうことで、観光需要も取り込めるような、そういった列車

に改造できると思いますので、そういったこともぜひやってほしいなと思ってます。これちょっと要望

です。

あと２点ぐらいあります。

出資金の考え方なんですけども、企業出資も今後求めていくよということなんですけども、今考えて

いるのが民間からの出資は18％程度で約１億円を見込んでいるよということなんですが、恐らく函館、

道南の企業のほかに全国区の企業にも出資をお願いをしていくのではないかなと思ってるんですけど

も、資本金は幾らあってもいいと思うんですよね。民間企業からどんどん出資ができるような形になれ

ばいいのかなと思うんですけども、これ法律的にできるかどうかちょっとわかりませんが、ちょっと聞

きたいんですけども、この第三セクター鉄道が、ＪＲ北海道から第三セクターになるんですが、例えば

ＪＲ東日本さんって相当在来線のイベント列車とか相当ノウハウがあるのかなと思います。五能線で走

っているリゾート白神だとか、あと最近では八戸線で在来線を使ったレストラン列車等々のイベント列

車を走らせてて成功している事例があるんですが、例えばその民間企業の中にＪＲ東日本が入るってい

うことは法律的、制度的に可能なものかどうかなんですよね。もし仮にＪＲ東日本さんに企業出資して

もらって、経営ノウハウも含めて、中に入ってもらって、今の木古内―五稜郭間のこの第三セクターの

観光面での強化を図っていくということも考えられるんじゃないかなと思ってるんですけども、そうい

うことが可能かどうかちょっと、もしわかれば教えてください。

○企画部長（谷口 諭） 現在整備新幹線のルールでは、いわゆる並行在来線に当たる区間というのはＪ

Ｒの経営から分離ということが大原則になってまして、確かにこの区間はＪＲ北海道という東日本とは

違う会社の区間でありまして、今回分離に当たっては当然ＪＲ北海道は資本参画はできないということ

で、いろんな支援という形で協力は仰ぐんですけども、今、東日本からのということで、確かにグルー

プ会社であって経営主体は違うとは思いますが、ただ今、全国にそういう例もあまり、あまりというか
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聞いてはおりませんし、多分そのＪＲの経営から分離するんだということが大原則になれば、それはな

かなか会社が別だとしても難しいのではないかなと、今ちょっとはっきりはわかりませんが、そうは考

えています。

以上でございます。

○本間 勝美委員 まだわからない面があって、もしかすると可能かもしれないということなんですけど

ね。いや、もしそれが可能であれば、すごい素晴らしいことかなと思いますので、ちょっとその辺です

ね、ぜひ調査していただきたいと思います。

最後に木古内―五稜郭、函館まで含めて、ここの区間は通勤、通学に多く利用されてる区間が現状だ

と思うんですが、特に朝８時前後、函館駅前に立つと函館駅からたくさんの高校生たちが降りてきて、

駅前の電停に向かいます。恐らく西高校に通う生徒さんかなと思うんですよね。七飯方面からかもしれ

ませんが、上磯方面からも来てるんじゃないかなと思うんですよね。それで運賃のことなんですが、や

はり木古内、上磯駅を使っていて函館まで来る高校生、逆に函館から、函館駅ないし五稜郭駅から乗っ

て上磯高校や函館水産高校、七重浜駅のすぐ近くなので、それで高校生の利用負担、今後第三セクター

になると大きく運賃が上昇するということで今言われてますので、そういった高校生たちの負担軽減を

図るために積極的に、やはりその函館市民も利用している、その高校生たちが利用されている路線とい

うこともあるので、函館市行政としてはしっかりその高校生たちの運賃上昇を和らげるために、ちょっ

と頑張って努力してほしいと思うんですが、ちょっといかがですか。

○企画部計画推進室政策推進課長（手塚 祐一） 高校生の通学の料金という御質問でございます。

今、普通乗車券につきましては1.3倍程度の値上げを予定してるところでございまして、基本的に通

学定期につきましても1.3倍の料金値上げをベースとして、五稜郭から函館まで乗り継ぐ場合につきま

しては、ＪＲ、それから三セク側が、双方が割り引くという状況でございます。ただ、今のところ現行

の運賃よりも値上げになる予定でございますが、会社としての経営という部分もありますので、そうい

った高校生の利便、そういったものも一方ではありますので、そういった面も含めながら今後具体的な

料金につきましてＪＲ北海道とも協議してまいりたいなというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○本間 勝美委員 以上です。

○委員長（出村 勝彦） いいですか。そしたら藤井委員。

○藤井 辰吉委員 今、本間委員がおっしゃってた内容にちょっと概念的にかぶるところがあるんですけ

れども、まずＪＲさんとの基本合意の中の、今もお話の中に何回か出てきてたんですが、経営分離まで

の間に必要な検査と修繕を確実に実施するというところなんですけれども、先ほど本間委員がおっしゃ

ったように、時期が経営分離の時期に近づいてから何かしらのほころびというか、事故等でまた課題が

浮上する可能性があります。で、それの検査に対して、その検査と修繕の項目というのが、ＪＲが独自

に定めて検査するっていうのであれば、この辺までは調べたから大丈夫ですっていうふうに言ってくる

かとは思うんですけれども、実はこの検査と修繕項目に関しては、安全管理アドバイザリー会議のほう

で要請事項の検討などとあります。ですので、ＪＲが大丈夫だと言っても、安全管理アドバイザリー会

議のほうから、いやいや大丈夫じゃないでしょうと、そこは１回全部調べてくださいという要請が来た
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とします。そうした場合、経営分離のタイミングで大規模なその検査とか、あるいは大規模な修繕がか

ぶった場合、間に合わなくなることが想定されます。で、そうなった場合なんですけれども、安全の管

理が、まだ十分に検査、修繕されていないから、その運行を全部、検査と修繕が完了するまで経営をス

トップしてしまうのか、もしくは先ほど部長おっしゃってたように、市民の足としての重要な役割を果

たしているので、経営自体、運行自体はするけれども、その直前に出てきた検査と修繕が完了するまで

は、この経営分離の期限が過ぎてしまっているけれども、ＪＲの責任において事故が起こった場合、Ｊ

Ｒの責任において検査、修繕が終わるまでは見るのか。もしくは、完全に経営分離の時期が来たと同時

に、その辺も第三セクターの責任として事故の責任を負うのかというところに関しての合意がなされて

いるかどうかをお伺いしたいと思います。

○企画部長（谷口 諭） 新幹線の開業のときに分離するということですので、まずその分離は分離にな

ると思います。で、新幹線開業のときに三セク鉄道会社が運行するということになると思います。それ

で、ＪＲが基本的に合意しましたのは経営分離までに必要な対策等を実施するということになっており

ますが、例えば平成24年の貨物列車の脱線事故というのは、まだ国のほうの調査結果が出ておりません。

合意文書の中でも、今後示される調査結果に基づき云々ってなってますので、その時期がわからない形

で、いつ示されるか、例えば必要な対策がどのぐらいになるかわからないという中では、一応北海道の

ほうにも確認しておりますのは、いわゆるその他のほうで別途協議するというふうになっておりますの

で、当然貨物列車にはこういう原因でこういう措置が必要だとなされれば、それはＪＲさんの責任にお

いてきちんとやっていただくと、経営分離においてもですね、そういうことは北海道と国と話している

ところでございます。それはまあ別途協議ということでなっておりますので。

○藤井 辰吉委員 はい、ありがとうございます。

今、お聞きした段階では経営分離した後でもまだ残っている部分に関してはＪＲさんの責任のもとで

しっかりと検査、修繕を完了させてもらいたいというところで、このその他の事項に上げられてる定め

のない事項または疑義が生じた事項についてはその都度、道、ＪＲ及び三セク鉄道会社間で協議すると

いう段階であるということで、これは今、協議の内容に上がってる最中ということですよね。でありま

したら責任の所在がその協議のもとではっきりするかと思いますので、私としては納得です。ありがと

うございます。（「あとよろしいですか」と委員長）はい、以上です。

○委員長（出村 勝彦） 他にございませんね。

それでは、発言を終結いたします。

理事者におきましては、本件について本日の議論を踏まえ、今後の対応を進めていただくようお願い

いたします。

それでは、ここで理事者は御退室願います。

（企画部退室）

○委員長（出村 勝彦） それでは次に、新幹線開業に向けてのイベントについての調査を行います。

資料の説明を受けるため、ここで理事者の出席を求めます。

（企画部新幹線開業イベントプロジェクトチーム入室）

○委員長（出村 勝彦） それでは、理事者より資料の説明をお願いします。
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○企画部参事１級（小林 良一） それでは、私のほうから新幹線開業記念イベントにつきまして説明を

させていただきます。

５月19日に市、経済界などで構成いたします函館市新幹線開業記念イベントの実行委員会の総会が開

催をされまして、開業イベントにつきまして協議をされたところでございます。

表紙をお開きをいただきたいと思います。開業記念イベントの考え方でございますが、ことし１月、

本特別委員会に配付をさせていただきました開業記念イベントの考え方と同様でございまして、北海道

新幹線の開業は広く北海道全域においてさまざまな分野で多大な波及効果が期待されており、この好機

を地域振興につなげていくためには、各種イベントの取り組みも重要になりますことから、開業記念イ

ベントといたしまして、開業前、開業時、開業後の大きく３つのイベントを開催し、開業気運の醸成を

図り、あわせて賑わいを創出するとともに地域の魅力を広く全国に発信をし、新幹線を利用した誘客を

促進するなど交流人口の拡大を図っていこうとするものでございます。

２つ目の開業前イベントの開催についてでございますが、平成26年度、平成27年度の２カ年にわたり

まして節目の時期に開業記念イベントを開催し、開業気運の一層の醸成を図り、開業時、開業後の賑わ

いの創出につなげようとするものでございます。平成26年度は、開業記念キックオフイベントと開業１

年前カウントダウンイベントを開催いたしまして、キックオフイベントでは開業記念イベントの開始を

宣言いたしますとともに、市民参加型のイベントを開催をし、北海道新幹線の開業を広く市民にＰＲし、

またカウントダウンイベントでは来函者を歓迎し、開業をＰＲいたしますとともに、新幹線で結ばれる

東北、関東地域をテーマとしたイベントを開催し、市民気運の醸成を図っていこうとするものでござい

ます。この２つのイベントにつきましては、こうしたコンセプトのもとで実行委員会の設立準備会にお

いてプロポーザルを実施し、民間事業者から事業提案をいただき、先の実行委員会におきまして事業者

を株式会社北海道電通に決定をいたしたところでございます。

お手数でございますが、そのページから２ページおめくりをいただきたいと思います。別紙１、開業

記念イベントの事業提案でございます。ことし10月11日、12日に五稜郭公園、そして五稜郭タワーのア

トリウムを会場に函館の未来を担う子どもたちが五稜郭に集う２日間として、親子連れを中心に広く市

民が参加できるイベントを開催してまいります。新幹線の走る風景を半年かけて制作するジオラマプロ

ジェクト、新幹線のクラフトづくり、プラレールや新幹線ＰＲパネルコーナーの設置、そして新幹線を

題材としたクイズ大会やスタンプラリー、ミニ新幹線など、新幹線ランドの配置などによりまして、親

子連れで楽しみながら新幹線への理解を深めていただきたいと考えているところでございます。

また次のページ、別紙２でございます。開業１年前のカウントダウンイベントでございますが、来年

３月28日、29日に函館駅に市民と観光客がともに集う２日間として、新幹線で結ばれます東北、関東地

域の食や観光をテーマとしたイベントを開催してまいります。駅前広場におきましてカウントダウンセ

レモニーの実施、そして南東北、北関東、そして道南のグルメや駅弁を集めたコーナーや観光ＰＲコー

ナーの設置、そして道南の郷土芸能による来函者の出迎えなどのステージイベント、また函館駅構内で

はジオラマの完成披露やＰＲアイテムの展示、こども電車教室などに取り組むほか、駅前ジャック、そ

して駅ナカジャックとして駅周辺ビルへの看板や懸垂幕の掲示、駅構内へのポスターや横断幕などの掲

示により開業気運を高めていくこととしているところでございます。
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お手数ですが１ページにお戻りをいただきたいと思います。参考として記載をしてございますが、青

函ツインシティ提携25周年記念実行委員会が主催し、青森市の観光や物産をテーマとした新幹線開業記

念イベントを11月29日、30日の両日に金森ホールを会場に開催する予定となっております。

２ページをご覧をいただきたいと思います。平成27年度におきましては、開業300日前、そして200日

前のカウントダウンイベントをそれぞれ６月と９月に開催し、新幹線の開業をＰＲいたしますとともに、

一層の市民意識の醸成を図ってまいりたいと考えてございます。また、北海道新幹線の開業100日前の

カウントダウンイベントでございますが、12月に予定されますことから、クリスマスファンタジーと連

携を図りながら、来函者をお迎えするとともに、東北地域をテーマとしたイベントを開催するなど、市

民が新幹線の開業を実感できるような取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。

３の開業日のイベントでございます。平成27年度末、平成28年３月に予定されております開業日には、

開業式典などの各種セレモニーが行われますことから、関係機関とも調整を図りながらイベントを開催

し、北海道新幹線の開業をお祝いいたしますとともに、市を挙げて来函者をお迎えしてまいりたいと考

えております。北海道から九州まで新幹線で結ばれますことから、北海道、そして本州、九州の新幹線

沿線地域をテーマとしたイベントを開催するなど、賑わいを創出して北海道新幹線の開業を広くＰＲい

たしますとともに、本市の魅力を全国に向けて発信してまいりたいと考えてございます。なお、開業日

の３月でございますけども、雪や風、寒さなどの気候を考えますと、屋外での大きなイベントはあまり

適さない時期でございます。こうしたことから、４の開業後イベントをメインのイベントとして取り組

むこととしたいと。道内各地域の食や観光をテーマとしたイベントやまちの賑わいを創出するイベント

を開催して、来函者をお迎えいたしますとともに、本市はもとより北海道各地域の魅力を広く全国に発

信をしてまいりたいと。新幹線を利用した誘客を促進するなど、交流人口の拡大を図ってまいりたいと

考えてございます。なお、開催時期につきましては、青函のデスティネーションキャンペーンが７月か

ら９月に予定されているということもお聞きしておりますので、そうした取り組みとも連携を図りなが

ら、平成28年７月に函館駅周辺、グリーンプラザなどを会場に開催をしてまいりたいと考えております。

なお、平成27年度の開業前300、200、100日前のカウントダウンイベント、そして開業日イベント、

平成28年度の開業後イベントは、ただいま説明をさせていただきました考え方を基本にプロポーザルを

実施をいたしまして、具体の事業内容につきましては企画提案を募り、開催をしてまいりたいと考えて

ございますが、その準備期間、あるいは広告の期間を考えますと、今年度中にも事業者の選定について

検討していくことが必要になるものと考えているところでございます。

５のその他でございます。こちらは市の事業でございます。新幹線ラッピング電車・路線バスの運行

でございますが、ことし10月を目途に今、北海道新幹線車両Ｈ５系の外観デザインを模してラッピング

した市電、路線バスをそれぞれ１台ずつ運行してまいりたいと考えているところでございます。また、

市の公式観光情報サイトの「はこぶら」に、新幹線特設サイトを開設いたしまして、開業記念イベント

情報などを広く発信してまいりたいと考えてございます。

以上、新幹線開業イベントの取り組みにつきまして御説明をさせていただきました。どうぞよろしく

お願いをいたします。

○委員長（出村 勝彦） 本件について、発言ございますか。よろしいですか。そしたら、進めさせてい
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ただきます。井田委員、どうぞ。

○井田 範行委員 １個だけ聞きたいんですけども、内容じゃなくて、私の受けとめは遅くとも平成27年

度末という、頭にはずっと残ってるんですけども、先ほど言われたのは平成28年３月。開業日はもう決

まったというイメージでいいんですか。で、この日数も、300日前、200日前。年度末ということで確定

したのかどうかだけ確認させてください。

○企画部参事１級（小林 良一） 新幹線の開業につきましては、御指摘がございましたとおり、平成28

年３月まで、３月中に、年度末までに開業するということでございます。で、こちら300日前、200日前

というのは、遅くともということで、３月31日を起算としてございます。なおその新幹線の開業日につ

きましては、これまでの例を拝見していきますと、概ね６カ月くらい前に明らかになってくるというこ

とでございますので、例えば100日前の時点になりますと、その開業日を目指した日にち設定というこ

とで取り組ませていただく形になると思っております。

以上でございます。

○井田 範行委員 終わります。

○委員長（出村 勝彦） はい、ありがとうございます。他にございませんね。

それでは、発言を終結いたします。

それでは、ここで理事者は御退室願います。

（企画部新幹線開業イベントプロジェクトチーム退室）

○委員長（出村 勝彦） ここで私から１点、資料の２ページ、最下段の市民参加型の取り組みについて

ですが、先ほどプロジェクトチームから開業記念キックオフイベントや開業１年前、300日前、200日前、

100日前の各カウントダウンイベント、さらには開業日イベントや開業後イベントなど、開業に向けた

気運の醸成、また開業時、開業後の賑わいの創出を図る各種取り組みについて、理事者からるる説明を

いただきました。また皆様御承知のとおり、北海道新幹線開業カウントダウンボードが市役所の正面玄

関を初め各所に設置されるなど、市民の皆様にもいよいよ開業に向けた動きが感じられるようになって

まいりました。今後もさまざまな取り組みが進められていくものと思いますが、適宜皆様にも情報提供

をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の調査を終了いたします。

最後にその他ですが、まず私から１点、閉会中継続調査の本会議での報告については、これまでの協

議の内容を踏まえて作成したいと思いますが、その内容につきましては委員長に一任願いたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（出村 勝彦） 異議がありませんので、そのように決定いたしました。

他に各委員から何かございますか。福島委員。

○福島 恭二委員 これは、このままでいいの。

○委員長（出村 勝彦） 今の質問にお答えします。

次回にやったところとやらないところと分けて、わかりやすく説明したいと思いますが、よろしゅう

ございますか。（「次回」と福島委員）次回、はい。
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それでは本日はこれをもちまして散会いたします。

御苦労さまでした。

午後０時01分散会


